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・ 新潟県環境基本条例
・ 新潟県環境基本計画   等

新潟県

・環境基本法
・環境基本計画   等

国

上越市第 4次環境基本計画
（上越市第2次地球温暖化対策実行計画

「区域施策編」「事務事業編」）

・ 新潟県地球温暖化対策
地域推進計画

・ 新潟県 2050 年カーボンゼロ
の実現に向けた戦略 等

新潟県

・ 地球温暖化対策の推進に
関する法律

・ 地球温暖化対策計画   等

国

上越市
第 7 次総合計画

上越市
環境基本条例

各種関連計画

連携

（１）計画策定の趣旨
　当市では、「上越市環境基本条例」に基づき、これまで、平成27（2015）年３月に策定した「上
越市第３次環境基本計画」による環境施策を推進してきました。
　また、平成28（2016）年３月には、地球温暖化対策に係る個別計画として「上越市地球温暖化
対策実行計画」を策定し、温室効果ガス排出量の削減に向けた取組を進めてきました。
　一方、この間の世界及び国内における環境問題の動向に目を向けると、海洋プラスチック※問題
や脱炭素※社会の実現を始めとした地球規模での環境問題への危機感や、ＳＤＧｓ（持続可能な開
発目標）の達成に向けた取組が加速しており、市民・事業者・行政を問わず、環境改善に向けた行
動の実行が喫緊の課題となっています。
　本計画は、令和５（2023）年度を初年度とする「第７次総合計画」と整合を図りつつ、今後一
層の強化が必要な地球温暖化問題への対応も見据え、環境施策の総合的かつ計画的な推進を図る「環
境基本計画」と、温室効果ガスの削減を図る「地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）」
を一体的に策定したものです。

（２）計画の位置付け
　本計画は、国、県及び当市の各種法令や計画を踏まえて策定しており、「上越市環境基本条例」
第９条及び「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条に基づいた計画として位置付けられます。
　第１部「第４次環境基本計画」は、第７次総合計画で定める将来都市像「暮らしやすく、希望あ
ふれるまち 上越」を環境の側面から実現していく指針として、また、第２部「第２次地球温暖化
対策実行計画（区域施策編・事務事業編）」は、環境基本計画における地球環境分野の望ましい環
境像を実現するための実行プランとしての役割を持ちます。
　当市では、両計画を一体的に運用し、市民・事業者・行政の各主体が連携しながら計画を推進し
ていくことにより、健全で恵み豊かな環境を将来世代に引き継いでいきます。
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環境学習

生活環境

地球環境

自然環境
公害 廃棄物処理
不法投棄 等

地球温暖化 エネルギー 資源循環
海洋プラスチック 食品ロス※　等

環境教育
市民意識
市民活動 等ＳＤＧｓに関する視点

みどり 水辺環境
動植物 自然景観 等

（３）計画の対象範囲
　本計画（環境基本計画）の対象とする環境の範囲は、「生活環境」「自然環境」「地球環境」「環境
学習」の４分野とします。また、「ＳＤＧｓ」を全てに影響する共通の視点として設定します。

（４）計画の期間
　本計画の期間は、第７次総合計画の計画期間を踏まえ、令和５（2023）年度から令和12（2030）
年度までの８年間とします。
　なお、社会的情勢の変化や科学的知見の向上等により、計画見直しの必要が生じた場合は適宜見
直しを行います。

（５）計画の構成
　本計画は、「第１部 第４次環境基本計画」、「第２部 第２次地球温暖化対策実行計画（区域施策編・
事務事業編）」、「第３部 計画の推進に向けて」の３部構成となっています。各部の構成は以下のと
おりです。

第１部　第４次環境基本計画
第１章　上越市の環境の現状 環境の現状、第３次環境基本計画の取組状況
第２章　環境を巡る情勢の変化 環境に関する経済社会情勢の変化等
第３章　今後の課題 当市の現状や国・県の動向などを踏まえた今後の環境政策の課題
第４章　望ましい環境像と政策の方針等 分野毎の今後の環境施策、目標値など
第５章　環境施策の展開 望ましい環境像の実現に向けた具体的な取組項目など

第２部　第２次地球温暖化対策実行計画
第１章　計画の基本的事項 区域施策編・事務事業編に共通する基本的事項

第２章　区域施策編
市全域からの温室効果ガス削減に向けた計画
・温室効果ガス排出量の現状・将来推計・削減目標
・温室効果ガス削減に向けた具体的な取組項目など

第３章　事務事業編
市の事務事業からの温室効果ガス削減に向けた計画
・温室効果ガス排出量の現状・将来推計・削減目標
・温室効果ガス削減に向けた具体的な取組項目など

第３部　計画の推進に向けて
計画の推進に向けた進行管理、推進体制

序 計画の基本的事項 　11

序

計
画
の
基
本
的
事
項 


